
裁判官の推定年収等の一覧表（地域手当０％の場合） 時点 ５９期弁護士　山中理司（大阪）

修習期 人数
1 判事１号 ¥1,175,000 ¥0 ¥14,100,000 ¥235,000 ¥293,750 ¥1,703,750 3.35 ¥5,707,562 ¥19,807,562 147 ～３９期 167 判事１号
2 判事２号 ¥1,035,000 ¥0 ¥12,420,000 ¥207,000 ¥258,750 ¥1,500,750 3.35 ¥5,027,512 ¥17,447,512 172 ４０期～４２期 172 判事２号
3 判事３号 ¥965,000 ¥0 ¥11,580,000 ¥193,000 ¥241,250 ¥1,399,250 3.35 ¥4,687,487 ¥16,267,487 357 ４３期～４７期 357 判事３号
4 判事４号 ¥818,000 ¥0 ¥9,816,000 ¥163,600 ¥204,500 ¥1,186,100 3.35 ¥3,973,435 ¥13,789,435 589 ４８期～５４期 589 判事４号
5 判事５号 ¥706,000 ¥0 ¥8,472,000 ¥141,200 ¥176,500 ¥1,023,700 3.35 ¥3,429,395 ¥11,901,395 189 ５５期～５６期 189 判事５号
6 判事６号 ¥634,000 ¥0 ¥7,608,000 ¥126,800 ¥158,500 ¥919,300 3.35 ¥3,079,655 ¥10,687,655 302 ５７期～５９期 302 判事６号
7 判事７号 ¥574,000 ¥0 ¥6,888,000 ¥114,800 ¥143,500 ¥832,300 3.35 ¥2,788,205 ¥9,676,205 190 ６０期～６１期 190 判事７号
8 判事８号 ¥516,000 ¥0 ¥6,192,000 ¥103,200 ¥129,000 ¥748,200 3.35 ¥2,506,470 ¥8,698,470 85 ６２期 85 判事８号
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9 判事補１号 ¥421,100 ¥0 ¥5,053,200 ¥84,220 ¥105,275 ¥610,595 4.45 ¥2,717,147 ¥7,770,347 223 ６３期～６５期 223 判事補１号
10 判事補２号 ¥387,800 ¥0 ¥4,653,600 ¥77,560 ¥96,950 ¥562,310 4.45 ¥2,502,279 ¥7,155,879 61 ６６期 61 判事補２号
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11 判事補３号 ¥364,900 ¥0 ¥4,378,800 ¥72,980 ¥0 ¥437,880 4.45 ¥1,948,566 ¥6,327,366 77 ６７期 77 判事補３号
12 判事補４号 ¥341,600 ¥0 ¥4,099,200 ¥68,320 ¥0 ¥409,920 4.45 ¥1,824,144 ¥5,923,344 75 ６８期 75 判事補４号
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13 判事補５号 ¥319,800 ¥19,000 ¥0 ¥4,065,600 ¥47,970 ¥367,770 4.45 ¥1,636,576 ¥5,702,176 69 ６９期 69 判事補５号
14 判事補６号 ¥304,700 ¥30,900 ¥0 ¥4,027,200 ¥45,705 ¥350,405 4.45 ¥1,559,302 ¥5,586,502 64 ７０期 64 判事補６号
15 判事補７号 ¥287,500 ¥45,100 ¥0 ¥3,991,200 ¥43,125 ¥330,625 4.45 ¥1,471,281 ¥5,462,481 判事補７号
16 判事補８号 ¥277,600 ¥51,100 ¥0 ¥3,944,400 ¥41,640 ¥319,240 4.45 ¥1,420,618 ¥5,365,018 82 ７１期 82 判事補８号

番
号

号棒 報酬月額
初任給

調整手当
地域手当

０％
報酬月額等

１２月分

報酬月額
及び地域手当の

１０％

報酬月額の
０％

ボーナスの
基礎額

ボーナス
支給月数

ボーナス 推定年収
号別

在職人数
修習期 人数 号棒

17 判事補９号 ¥256,300 ¥70,000 ¥0 ¥3,915,600 ¥25,630 ¥281,930 4.45 ¥1,254,588 ¥5,170,188 75 ７２期 75 判事補９号
18 判事補１０号 ¥247,400 ¥75,100 ¥0 ¥3,870,000 ¥24,740 ¥272,140 4.45 ¥1,211,023 ¥5,081,023 判事補１０号
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19 判事補１１号 ¥240,800 ¥83,900 ¥0 ¥3,896,400 ¥12,040 ¥252,840 4.45 ¥1,125,138 ¥5,021,538 判事補１１号
20 判事補１２号 ¥234,900 ¥87,800 ¥0 ¥3,872,400 ¥11,745 ¥246,645 4.45 ¥1,097,570 ¥4,969,970 判事補１２号

＊１　(1)④は，①ないし③の合計額の１２月分の金額であり，(2)⑦は，①，③，⑤及び⑥の合計額であり，(3)⑨ボーナスは⑦に⑧を乗じた金額であり，(4)⑩推定年収は，④及び⑨の合計額である。
   　　裁判官の報酬等に関する法律９条１項ただし書に基づき，俸給の特別調整額，超過勤務手当，休日給，夜勤手当及び宿日直手当を支給されない代わりに，⑤及び⑥の管理職加算があると思われる。

＊３　判事以上の裁判官に対するボーナスの支給月数は指定職の行政機関職員と同じであり，判事補に対するボーナスの支給月数は指定職以外の行政機関職員と同じである。

＊５　勤勉手当の額は，勤勉手当基礎額に，最高裁判所が一般の官吏の例に準じて定める割合を乗じて得た額とされています（裁判官の報酬等に関する規則１５条２項）。
＊６　地域手当は以下の７段階であり，初任給調整手当を含まない報酬月額に乗ずる割合となる。
　　　20％（東京２３区），16％（横浜市，大阪市等），15％（さいたま市，千葉市，名古屋市等），12％（立川市，神戸市等），10％（京都市，広島市，福岡市等），6％（仙台市，高松市等），3％（札幌市等）
＊７　指定職扱いとなる判事８号以上の裁判官の場合，扶養手当及び住居手当は支給されないから，判事８号と判事補１号の年収の差はその分，小さくなる。

令和2年7月1日

⑨
ボーナス

⑩
推定年収

令和２年７月１日現在
修習期ごとの分布

＊４　国家公務員のボーナス（期末手当及び勤勉手当）の支給月数が４．５月であった令和元年度につき，地域手当を考慮しない場合，判事のボーナスは（報酬月額（①）＋報酬月額の２０％（⑤）＋報酬月額の２５％（⑥））×３．４
（＝１．４５×３．４）＝４．９３月分となり，判事補１号及び２号のボーナスは１．４５×４．５＝６．５２５月分となり，判事補３号及び４号のボーナスは１．３５×４．５＝６．０７５月分となり，判事補５号ないし８号のボーナスは１．１５×
４．５＝５．１７５月分となり，判事補９号及び１０号のボーナスは１．１×４．５＝４．９５月分となる（平成３０年１１月３０日以降，裁判官の期末手当の支給月数につき，特別職給与法１２条２項（最高裁長官及び最高裁判事の場合）
及び一般職給与法１９条の４第２項（判事，判事補及び簡裁判事の場合）の定めと法的に連動することとなった。）。
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＊２　令和２年３月１６日最高裁判所規則第５号による改正後の，裁判官の報酬等に関する規則（平成２９年３月１７日最高裁判所規則第１号）別表第四ないし別表第六の数字が⑤の数字であり，別表第七の数字が⑥の数字であ
る。
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